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第 76 回如月忌　名優  井上正夫をしのんで
　２月４日に砥部小学校６年生８人が、客区にある井上正
夫のお墓を掃除しました。児童たちは大先輩に思いをはせ
ながら、一生懸命きれいにしていました。
　２月７日の命日には第 76 回如月忌が開催され、記念行
事では、松山市駅から衝上断層公園に移設された井上の胸
像について講演が行われました。

砥部小学校「まち大すきたんけんたい」が役場を訪問
　２月 17 日に砥部小学校２年生の「まち大すきたんけん
たい」の訪問がありました。
　児童たちは中央公民館と本庁舎で、学校教育課や商工観
光課、議会事務局など全部で６つの課を見学し、職員から
それぞれの課でどんなことをしているかなどの説明を受け
ました。
　最後には、普段は入ることのできない議場に入り、実際
に席に座ってもらい、町長から役場の役割や砥部町の魅力
などについて教わり、楽しく学びました。

出前講座　環境学習会 SDGs！を開催
　２月 28 日に広田小学校で、環境教育の一環とした出前
講座を行いました。
　町職員が講師となり、「浄化槽の模型を使って生活排水
をきれいにする方法」や「犬や猫の増えすぎを抑制し命を
大切にする取り組み」、「ふるさと砥部町の障子山をテーマ
にした環境保全」などについて学習しました。
　受講後、児童たちは「動物に対して優しくしたい」「微
生物は思っていた以上に小さかった」などと感想を語って
くれました。

災害用テントを寄附していただきました
　四国電力株式会社愛媛支店から、社会貢献活動の一環と
して防災・防犯などに役立てていただきたいと災害用テン
トをご寄附いただきました。

　このテントは、1人でも簡単に設置
できる縦長テントで、組立時には幅
120cm×奥行 120cm×高さ 180cm
になります。
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高尾田区の神輿を新調
　（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として
行なっているコミュニティ助成事業を活用して、高尾田区が神輿
を新調しました。
　新調した神輿は、秋祭りで使用され、神輿を通じて地域住民の
交流を図ることが期待されます。

※この事業は、地域社会の健全な
　発展と住民福祉の向上に寄与す
　るため、宝くじの助成金で実施
　したものです。

国民健康保険医療費の通知回数を変更お知らせ

　国民健康保険に加入されている世帯へ、加入者が受診された医療機関や医療費をご確認いただき、健
康や医療について関心を深めていただくために「医療費のお知らせ（医療費通知）」を送付しています。
　令和６年度は、年３回に分けてお知らせを送付していましたが、令和７年度からは年２回に変更し
ます。

お知らせの発送時期
掲載診療月 発送予定時期
１月～６月 ８月下旬～９月上旬

７月～ 12 月 ２月下旬～３月上旬 　 保険健康課  保険年金係　☎（962）7057問

合併処理浄化槽入れ替え工事費の一部を補助お知らせ

　町では、単独処理浄化槽やくみ取り槽から、合併処理浄化槽へ入れ替えを行う費用の一部を補助して
います。

入れ替え工事費の補助上限額

　 町民課  環境衛生係　☎（962）7446問

※次の①から④については補助対象外です。
　①麻生小学校区の公共下水道整備予定区域の人
　②農業集落排水事業対象区域の方
　③増改築で人槽が増加するとき
　④新築のとき

浄化槽本体工事 浄化槽配管工事
332,000 円（５人槽）

300,000 円414,000 円（７人槽）

548,000 円（10 人槽）

　単独浄化槽はトイレの排水だけを処理し、生
活排水は処理していません。それに対して合併
浄化槽は家庭から出るすべての生活排水を処理
しています。

単独浄化槽と合併処理浄化槽の違いは？

くみ取り槽
撤去工事

単独処理浄化槽
撤去工事

90,000 円 120,000 円

詳しくは
HP を

ご覧ください

詳しくは
HP を

ご覧ください

●家庭から出るすべての排水をきれいにできる
●生活排水の汚れの量がおよそ８分の１に減る
●悪臭や害虫の発生を抑えられる

合併処理浄化槽に入れ替えるメリット

など
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町からのお知らせ

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

時間 場所
８時 30 分～８時 40 分 八倉集会所

８時 45 分～８時 55 分 重光集会所

９時～９時 10 分 麻生集会所

９時 20 分～９時 30 分 八瀬集会所

９時 40 分～９時 50 分 高尾田集会所

９時 55 分～ 10 時５分 上野団地公園

10 時 10 分～ 10 時 20 分 南ヶ丘三角公園

10 時 50 分～ 11 時 ハートピアみなみ

11 時 10 分～ 11 時 20 分 宮内集会所

11 時 25 分～ 11 時 35 分 山並集会所

11 時 40 分～ 11 時 50 分 頭ノ向集会所

11 時 55 分～ 12 時５分 永立寺集会所

13 時 20 分～ 13 時 30 分 さかえ集会所

13 時 35 分～ 13 時 45 分 千足集会所

13 時 50 分～ 13 時 55 分 大角蔵集会所

14 時～ 14 時５分 七折集会所

14 時 25 分～ 14 時 35 分 川井集会所

14 時 40 分～ 14 時 50 分 大畑集会所

15 時～ 15 時 10 分 上南台集会所

15 時 15 分～ 15 時 25 分 幸田集会所

15 時 30 分～ 15 時 40 分 向南台集会所

15 時 55 分～ 16 時 10 分 北川毛集会所

４月 10 日木

お知らせ

　 ●料金はお釣りがいらないようご準備ください。
　 ●必ずリード（つなぎひも）をしてください。興奮して逃げたりする場合があります。
　 ●当日は犬を抑えられる人が連れてきてください。暴れたりする場合には注射をお断りする事もあります。
　 ●都合が悪い場合等は、動物病院で接種してください。

　 3,100 円
　 集合注射お知らせのはがき（３月下旬頃郵送）
¥
持

詳細は HP を
ご覧ください

　 町民課  環境衛生係　☎（962）7446問

登録（生涯に１回）　町民課、広田支所および動物病院で受け付けています。
　 3,000 円¥

　生後 91 日を経過した犬は、生涯に１回の登録と、年に１回の狂犬病予防注射の接種が必要です。

狂犬病予防注射（年に１回）　狂犬病予防注射は、次の日程で行います。

時間 場所
８時 35 分～８時 40 分 大平集会所

８時 50 分～９時 老人福祉センター

９時 10 分～９時 20 分 外山集会所

９時 25 分～９時 35 分 五本松集会所

９時 40 分～９時 50 分 天神中央公園（Ｂ公園）

９時 55 分～ 10 時５分 大谷集会所

10 時 40 分～ 10 時 50 分 久保田集会所

11 時～ 11 時５分 岩谷口集会所

11 時 10 分～ 11 時 15 分 岩谷集会所

11 時 20 分～ 11 時 30 分 川下集会所

11 時 35 分～ 11 時 45 分 千里地区公民館

13 時 30 分～ 13 時 35 分 玉谷集会所

13 時 40 分～ 13 時 45 分 玉谷町民体育館

13 時 55 分～ 14 時 篠谷集会所

14 時 10 分～ 14 時 15 分 仙波奥集会所

14 時 55 分～ 15 時５分 多居谷集会所

15 時 15 分～ 15 時 25 分 高市集会所

15 時 35 分～ 15 時 45 分 ひろた交流センター

４月 11 日金

　今年度からあかがね集会所での接種は行
いません。お近くの会場をご利用ください。

日 日時 場 場所 内 内容 対 対象 定 定員
￥ 参加費 申 申し込み 問 問い合わせ持 持ち物
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第 40 回  砥部焼まつり開催

　約 60 軒の窯元から約 10 万点の砥部焼をそろえた大即売会をはじめ、絵
付け体験コーナーやグルメ・県内物産即売会、スイーツやドリンクをお好み
の砥部焼で楽しめる「カフェ EBOT」（各日先着 50 名）などを開催します。
今年は 40 回記念の感謝を込めて、１万円相当の砥部焼詰め合わせを抽選で
40 名にプレゼントします！

お知らせ

　 ４月 19 日土９時～ 20 時
　　20 日日９時～ 17 時

　 陶街道ゆとり公園

日

場

　 商工観光課  砥部焼観光係　☎（962）7288問

詳しくは
HP を

ご覧ください

献血にご協力くださいお知らせ

　病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、ぜひご協力ください。

　 保健センター　☎（962）6888問

　 ４月 23 日水 12 時 45 分～ 16 時 15 分
　 役場町民ホール（ロビー）
　 体重が 50kg 以上で、男性 17 歳から 69 歳、女性 18 歳から 69 歳の人

※ 65 歳以上の人は、60 歳から 64 歳までの間に献血の経験がある人に限ります。

日
場
対

自動車税（種別割）と軽自動車税（種別割）の納付お知らせ

申請により障がい者１名につき１台、税金の減免を受けることができます

軽自動車税（種別割）納税
証明書送付廃止のお知らせ

　三輪以上の軽自動車およ
び小型二輪は、軽自動車税

（種別割）納税証明書が電子
化されたことに伴い、継続
検査窓口での提示が原則不
要となりましたので、納税証
明書の送付は廃止しました。
　窓口での交付は引き続き
行いますので、必要な人は
税務課までお越しください。

　４月１日現在で登録されている所有者に課税されます。
　６月２日月までに、金融機関やコンビニでの納付もしくは地方税お支払いサイトから
クレジットカードやスマホ決済アプリ、インターネットバンキングでの納付をお願いします。

納付は
６月２日月

までに

申請期間
　自動車税　　４月１日火～５月 26 日月
　軽自動車税　４月１日火～６月２日月
　　　　　　　（窓口で申請する場合は、土・日曜日、祝日を除く）
　 【自動車税（普通自動車）に関すること】

県中予地方局  課税課  自動車税担当　☎（909）8754
【軽自動車税（軽自動車・バイク）に関すること】
税務課  町民税係　☎（962）2061

問

　次のいずれかに該当する自動車・軽自動車１台で、障がい者
本人か生計を同じくする人が運転するものに限ります。

※障がいの区分・等級により減免を受けられないことがあります。

●  障がい者本人が所有
● 18 歳未満の身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者と
    生計を同じくする人が所有

砥部焼まつりでも献血を実施する予定です。
　 ４月 19 日土９時 30 分～ 16 時 30 分日

献血キャラクター
けんけつちゃん
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　今年度（４月～３月）の国民年金保険料は月額
17,510 円です（昨年度 16,980 円）。
　納付には次の３つの方法があります。口座振替や
クレジットカードを利用すると便利です。

国民年金の保険料と納付方法お知らせ

①納付書で納付
②口座振替で納付
　 　金融機関・郵便局、町保険健康課、年金事務所に

お申し込みください。本来の納付期限は翌月末
ですが、当月末に口座振替することで早割が適
用され、月々 60 円割引されます。
　 ●基礎年金番号がわかるものまたは納付書

●通帳
●通帳届出印

持

③クレジットカードで納付
　町保険健康課か年金事務所にお申し込みください。

　 ●基礎年金番号がわかるものまたは納付書
●クレジットカード

持

　 保険健康課  保険年金係　☎（962）7057
松山西年金事務所　☎（925）5105［自動音声案内］

問

障がいによる
後期高齢者医療の加入高齢者

　65歳から74歳までの人で、一定の障がいがある
人は、65 歳から後期高齢者医療制度に加入でき
ます。
　この医療制度に加入するかしないかは自身で選択
でき、加入しない場合は、75 歳到達時に加入する
こととなります。また、加入後も、74 歳までで
あれば脱退が可能です。
対象となる障がいの程度
●身体障害者手帳１級から３級
●身体障害者手帳４級のうち音声・言語機能障害
●身体障害者手帳４級のうち下肢障害の一部
●精神障害者保健福祉手帳１級または２級
●療育手帳Ａ
●障害基礎年金１級または２級

　 障がいの程度が確認できる書類
　 　 直接お申し込みください。

保険健康課  保険年金係　☎（962）7057

持
申 問

電子申請で簡単に申請や届出お知らせ

　国民健康保険および医療費助成制度の各種申請
や届出は、簡単・便利な電子申請をご利用ください。
　スマートフォンやパソコンがあれば来庁不要で
24 時間 365 日申請が可能です。

電子申請が可能な手続き
●子どもが生まれたとき
●転入・転出
●生活保護を開始したとき
●  国民健康保険、子ども医療、ひとり親家庭医療、

重度心身障がい者医療の資格取得や喪失および
受給者証等の再交付（マイナンバーが必要です）

　 保険健康課  保険年金係　☎（962）7057問

詳しくは
HP を

ご覧ください

届出が必要なとき
●  60 歳未満の厚生年金加入者が退職したとき
（配偶者も含む）
●  厚生年金被保険者の 60 歳未満の配偶者が被

扶養者でなくなったとき
●  60 歳未満の配偶者（被扶養者）のいる厚生年

金被保険者が 65 歳になったとき

年金の必要な届出と
学生納付特例お知らせ

学生納付特例を受けるとき
　学生納付特例制度は在学期間中に保険料の納付
が猶予される制度です。猶予期間の保険料は将来、
過去 10 年までさかのぼって納めることができま
す。申請は年度ごとに必要です。
申請条件　本人の所得が一定額以下の学生

※ 前年度承認を受けている人は、４月初旬に日
本年金機構より申請書（はがき）が送付され
ます。必要事項を記入し、提出してください。

（卒業予定年度まで）

　 保険健康課  保険年金係　☎（962）7057
松山西年金事務所　☎（925）5105［自動音声案内］

問
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耳のフレイルを早期発見して認知症予防高齢者

　 介護福祉課  高齢者福祉係　☎（962）7255問

高齢者帯状疱疹予防接種の助成高齢者

　４月１日から高齢者対象の帯状疱疹予防接種が定期接種（公費で受けられる予防接種）になりました。ワク
チンは２種類から希望するものを選んでください。

　 町に住民票がある人で①②のいずれかに該当する人
①今年度中に 65、70、75、80、85、90、95 歳および 100 歳以上になる人
② 60 歳～ 64 歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫低下の重度障害（身体障害者手帳１級程度）を

有する人

対

種類 自己負担額 接種回数
生ワクチン 4,500 円 １回
組換えワクチン 16,500 円 ２か月以上の間隔を置いて２回

※ 生活保護、中国残留邦人など支援給
付受給中の人は、受給証明書を提出
すれば無料です。

接種期間　４月１日火～令和８年３月 31 日火
接種方法　 ●予防接種を行っている医療機関に直接予約をしてください。接種の開始時期は、医療機関
　　　　　　によって違いますので、医療機関にご確認ください。
　　　　　●予診票は各医療機関に設置しています。
　　　　　 ●当日は、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示し、医療機関の窓口で渡された予
　　　　　　診票に必要事項を記入してから接種を受けてください。
　 接種費用、本人確認書類

　 保健センター　☎（962）6888

持

問

詳しくは
HP を

ご覧ください

適切な補聴器利用で、認知症を予防しませんか？

フレイルとは
　病気ではないけれど、年齢とともに筋力や心身の活
力が低下し、介護が必要になりやすい状態のことです。

厚生労働省
HP で

耳の健康を
チェック

　耳（聴こえ）が衰えた状態をそのままにしておくと、人との会
話や交流をさけ、外出がおっくうになり、体への刺激がなく身体
機能の低下につながります。また、耳から入る音の刺激が減るこ
とで脳への刺激が減り、認知症につながるリスクも高まります。

　町では、聴こえの衰えによる認知症を予防するため、身体障害者手帳交付の対象とならない軽度また
は中等度の難聴がある高齢者に対して補聴器購入に係る費用の一部を助成します。

助成対象者　次の全てに該当する人
●町内に住所を有し在宅で生活する満 65 歳以上の人
●  聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けてい

ない人
●  医師により補聴器の必要性を認める証明（医師意

見書）を受けた人
●  他の法令等による補聴器購入の助成等を受けてい

ない人
●介護保険料を滞納していない人
●過去に本事業による助成を受けていない人

助成金額　　購入費の 1/2（上限 25,000 円）
助成回数　　１人１回限り
対象補聴器　 町から指定を受けた補聴器販売事業

者から購入した補聴器
申請方法　　 申請書を介護福祉課に提出してくだ

さい。
　　　　　　※ 申請前に購入した場合は、助成対象外

となります。
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❶ 傾きやひび割れはありませんか。
❷ 高さは地上から 2.2m 以内ですか。
❸ 高さが 1.2m を超える場合、長さ 3.4m 以下ごとに
　 塀の高さの５分１以上突出した控え壁はありますか。
❹ 基礎の高さが 35㎝以上で、根入れの深さが 30㎝以上
　 ありますか。
❺ 厚さは 15㎝以上ですか。
　（塀の高さが２m 以下の場合は 10㎝以上）

ブロック塀の安全点検をしましょう

　過去の震災で、多くのブロック塀が倒壊し、塀の下敷きになって死傷する被害が発生しています。また、
倒壊した塀が道路をふさぎ、避難や救助活動を妨げることもあります。塀の安全性を点検し、災害に備
えましょう。

補強コンクリートブロック塀の点検ポイント

ブロック塀などの安全対策工事費用、老朽危険空家の除却費用を補助

外観でチェックし、１つでも不適合がある場合や分からない
ことがある場合は専門家に相談しましょう。

お知らせ

お知らせ

　 建設課  管理係　☎（962）6010問

ブロック塀などの安全対策工事 老朽危険空家の除却

対象と
なるもの

町内にある補強コンクリートブロック塀か組積造
の塀で、次の①から③の全てに該当するもの
　① アからウのいずれかの道に面しているもの
　　 ア 緊急輸送路
　　 イ 通学路
　　 ウ 指定緊急避難場所か指定避難所などへ至る道
　② 点検の結果、安全対策が必要なもの
　③ 建築基準法における措置が命じられていない
　　 など、重大な違反がないもの

町内にある空家で、次の①②の全てに該当するもの
　① 住宅地区改良法に基づく不良度判定で、評価
　　 の合計が 100 以上となる住宅
　② アからウのいずれかに該当する住宅
　　 ア 地域防災計画による「緊急輸送道路」または
　　　  「避難路」の沿道に位置
　　 イ 耐震改修促進計画に位置付けられた「避難
  　　　路」の沿道に位置
　　 ウ 建築物（住宅を含む）が立ち並んでいる道
　　　  の沿道に位置

対象者 対象となるブロック塀などの所有者で、町税を滞
納していない人

老朽危険空家の所有者か相続権者で、町税を滞納
していない人

受付戸数 ３戸（先着順） ３戸（先着順）

補助金額
など

ブロック塀などの除却・建て替えに係る工事費の
３分の２以内、上限 30 万円
※ブロック塀など１m 当たりの上限８万円

補助対象経費の５分の４以内、上限 80 万円

申込方法

建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。
（建設課で事前相談を受け付けますのでご連絡ください。また、
　相談時に現在の状況がわかる写真などを持ってきてください）
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間 ４月７日月～ 12 月 26 日金（土・日曜日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時 15 分）

問い合わせ 建設課  管理係　☎（962）6010

詳しくは
HP を

ご覧ください

厚さ

※パンフレット「地震からわが家を守ろう」
　日本建築防災協会 2013.1 をもとに砥部町において
　一部変更しています。

❶

❷

❸

❹

❺
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１ 住宅リフォーム補助

住宅リフォーム、耐震診断・耐震改修の費用を補助

対象となる
工事

町内にある住宅で、①から④のいずれかに要する費用が 50 万円以上の工事
　①建物の長寿命化を目的とする工事
　②省エネ基準に適合する工事
　③高齢者や障がい者が安心して生活するためのバリアフリー工事
　④「木造住宅耐震改修事業」に該当する工事に併せて行う住環境向上工事
　　  ※住環境向上工事…外装工事・内部工事・設備工事・増改築工事など

補助対象者

①から④の全てに該当する人
　①住宅を所有し、住んでいる人
　②町内の事業所または個人でリフォーム業を営む人と工事請負契約を締結する人
　③実績報告後、町が行う現地確認を受けることができる人
　④町税を滞納していない人

受付件数 ５件（先着順）

補助金額 補助対象経費の 10 分の１以内、上限 20 万円

対象となる
住宅

町内にある木造住宅で①から③の全てに該当するもの
　①昭和 56 年５月 31 日以前に着工された一戸建ての住宅（枠組み壁工法、丸太組工法、
　　大臣などの特別な認定を受けた工法のものは対象外）
　②増築している場合は延べ床面積の半分を超える面積が昭和 56 年５月 31 日以前に着工
　　されたもの
　③併用住宅は延べ床面積の半分を超える面積が住宅であるもの（共同住宅、長屋は対象外）

補助対象者 対象となる住宅の所有者で、町税を滞納していない人

方法 県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名
簿に登録された人を派遣します。

「県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受け
た建築士事務所が実施します。

受付戸数 10 戸（先着順） ２戸（先着順）

補助金額 申請者の負担額なし 補助対象経費の３分の２以内、上限４万円

２ 木造住宅耐震改修補助

１・２ 共通

お知らせ

対象となる
住宅

上記の耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いまたは倒壊する可能性があると診断された住
宅

補助対象者 対象となる住宅の所有者で、町税を滞納していない人

受付戸数 ８戸（先着順）

補助金額
耐震改修設計　　　補助対象経費の３分の２以内、上限 20 万円
耐震改修工事　　　補助対象経費の５分の４以内、上限 115 万円
耐震改修工事監理　補助対象経費の３分の１以内、上限２万円

申込方法　建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間　４月７日月～12月26日金（土・日曜日、祝日を除く８時30分～17時15分）

　 建設課  管理係　☎（962）6010問

●木造住宅耐震診断

●木造住宅耐震改修

２ の詳細は
こちら

１ の詳細は
こちら
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瓦屋根の耐風診断と改修の費用を補助

事業内容 建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が実施する耐風診断費用
を補助します。

対象となる
建築物 令和３年 12 月 31 日以前着工の瓦屋根の建築物

対象者 対象となる建築物の所有者で、町税を滞納していない人

受付戸数 各１戸（先着順）

補助金額 補助対象経費の３分の２以内、上限 2.1 万円

お知らせ

　 建設課  管理係　☎（962）6010問

戸籍にフリガナが記載されますお知らせ

申込方法　建設課にある申請書と必要書類を建設課に提出してください。
※申請書は町ホームページからもダウンロードできます。

申込期間　４月７日月～12月26日金（土・日曜日、祝日を除く８時30分～17時15分）

１ 耐風診断補助

２ 耐風改修工事補助

事業内容 地震・強風に対する安全性の向上を目的として実施する瓦屋根の葺き替え工事の費用を
補助します。

対象となる
建築物 上記の耐風診断の結果、建築基準法に適合しないと診断された建築物

対象者 対象となる建築物の所有者で、町税を滞納していない人

受付戸数 各１戸（先着順）

補助金額 対象経費の 23％以内、上限 55.2 万円

１・２ 共通

　令和７年５月 26 日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになり
ました。
　令和７年５月以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナ通知が本籍地の市区町村から郵送されます。
通知に記載された氏名のフリガナが正しいかご確認をお願いします。

　 町民課  戸籍住民係　☎（962）2026問

フリガナが正しい場合　　　届け出は必要ありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合　本籍地の市区町村に必ず届け出てください。
　　　　　　　　　　　　　マイナポータルを利用してオンラインでも届け出ることができます。

詐欺にご注意ください
　 ●届け出に手数料はかかりません。
　 ●届け出をしなくても罰則はありません。 詳しくは

法務省 HP を
ご覧ください

詳しくは
HP を

ご覧ください

届出期間　５月 26 日月～令和８年５月 25 日月

初めて戸籍に記載される人　出生時や帰化届等の届出時にあわせて届け出ることになります。
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　東京ヤクルトスワローズが、愛媛県の小学生の皆さんを無料ご招待！
さらに同伴の保護者も１名が特別価格 1,000 円でご観戦いただけます。

　 地域振興課  ふるさと創生係　☎（962）7250問

小学生無料ご招待 !!

みんなで応援しよう！プロスポーツ情報発信部

プロ野球公式戦　東京ヤクルトスワローズ VS 阪神タイガース
４月 15 日に坊っちゃんスタジアムでプロ野球公式戦が開催されます。
プロ野球選手のレベルの高いプレーを間近で見ることのできる年に１度のこの機会に、ご家族・ご友

人とぜひ現地でご観戦ください！
　 ４月 15 日火 18 時プレイボール
　 坊っちゃんスタジアム
日
場

観戦場所　２階自由席
観戦方法　各小学校に配布された無料招待券付きチラシを試合当日、
　　　　　特設引換場所に提出いただくと入場チケットと交換します。
　　　　　 保護者はその場で１名まで 1,000 円、２名以降は 3,000 円でチケットを購入できます。
※詳細は各小学校で配布されたチラシをご確認ください。

●４月 13 日日 16 時
　VS ヴァンフォーレ甲府
●４月 29日 火・祝 15 時
　VS 藤枝 MYFC

愛媛 FC 応援選手を紹介

　県内 20 市町がそれぞれ愛媛 FC
の特定選手を応援しています。
　砥部町が今シーズン応援する４人
の選手を順次紹介していきます。

第１段

７
背番号

ポジション　MF
生年月日　1994 年８月 29 日
身長　　　171cm
体重　　　71kg
出生地　　愛媛県松山市
サポーターへメッセージ
　とにかく一丸となって、いい時もそうじゃ
ない時も、一つになって戦ってください！

曽
そ ね だ

根田  穣
ゆたか

 選手

今月の
ホームゲーム
ニンジニアスタジアム

英会話教室の教室生を募集募集

　町内在住または在勤の 18 歳以上の人（学生を除く）を対象に英会話教室を開催します。
　３人の外国語指導助手が、10 回ずつ交代で講師をします。

　 ５月～令和８年３月（30 回）毎週水曜日　19 時～ 20 時 30 分（８月と 12 月は休講）
　 中央公民館　　 20 人（先着順）　　 7,500 円
　  ４月 23 日水までに直接、郵送、電話、FAX、メールまたは電子申請で中央公民館に申し込んでください。

住所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話番号をお伝えください。
※定員に達するまで随時受付

日
場 定 ¥
申

　 社会教育課  公民館係　〒791-2120　宮内1369　☎（962)4822　 （962) 4897
　　　　　  　　　　　　 093kominkan ＠ town.tobe.ehime.jp

問 FAX
電子申請は
こちらを

ご覧ください
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入札参加申請
　 ４月 11 日金までに必要書類を直接または郵送で企画財政課に

提出してください。（土・日曜日、祝日を除く８時 30 分～ 17 時）
必要書類

●普通財産売払資格審査申請書
●住民票抄本（法人の場合は履歴事項全部証明書）
●印鑑証明書
●個人・法人役員等一覧表

入札方法　郵便入札とします。
　　　　　必ず「砥部郵便局留」で特定記録郵便か簡易書留で郵送してください。
入札書受付期間　５月 14 日水～５月 26 日月
開札　　　　　　５月 28 日水 10 時　役場２階大会議室

　 企画財政課  契約資産係　☎（909）4670

申

問

軽四輪貨物自動車を入札により売却

物件名 車名・型式 数量 備考 最低売却価格 最低入札保証金

軽四輪貨物自動車 ダイハツ ハイゼット
GBD-S331V １台 初年度登録

平成 22 年４月
20,000 円

（税抜）
1,000 円

売却

入札に関する
詳細は HP を
ご覧ください

国民健康保険運営協議会委員を募集募集

募集人数 ３人

職務内容 国民健康保険事業の運営に関する重要事項についての審議

任期 ６月１日～令和 10 年５月 31 日

応募資格

●委嘱期間中に砥部町国民健康被保険者である見込みの 18 歳以上の人
●町が設置する他の附属機関の委員を３つ以上兼務していない人
●町議会議員、行政委員会委員、町職員でない人
●平日夜間に開催する会議に出席できる人

選考方法 書類審査の上、選考します。

応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、直接、郵送、FAX またはメールで、保険健康課に提出して
　　　　　ください。

※応募用紙は保険健康課と広田支所にあり、町ホームページからもダウンロードできます。
募集期限　４月 25 日金

　 保険健康課  保険年金係
〒 791-2195　宮内 1392
☎（962）7057　 （962）6499
　 040hoken@town.tobe.ehime.jp

問

FAX
詳しくは

HP を
ご覧ください

※応募者がいなかったため２回目の募集を行います。
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令和７年度  会計年度任用職員（臨時職員）を募集中

詳しくは
HP を

ご覧ください
（求人共通）

職務内容・採用人数 勤務時間 賃金 申し込み・問い合わせ

役場宿直員
 若干名

月６日程度（５人程度によるシフト制）
17 時～翌８時 30 分
※宿直室にて就寝可

日給 8,496 円
期末・勤勉手当あり
雇用保険あり

総務課
総務管理係
☎（962）6110

放課後児童クラブ
指導員・補助員
 ５人

月曜日～土曜日のうち５日
※学校休業日によって日曜日勤務あり
13時30分～18時30分（１日４時間程度）
１日開所日は７時 30 分～ 18 時 30 分

（１日６～８時間程度）
※勤務日数及び勤務時間は相談に応じます

時給 1,167 円
（有資格者 1,288 円）
勤務時間により
期末・勤勉手当あり

子育て支援課
子ども福祉係
☎（962）6299

山村留学センター調理員
１人

月曜日～金曜日
６時～ 10 時 45 分・16 時～ 19 時
土・日曜日、祝日
７時～13時・16時～19時（学校長期休業中を除く） 

日給 9,044 円
（有資格者 9,483 円～）
期末・勤勉手当あり

砥部町
山村留学センター
☎（969）2310

雇用期間　４月１日～令和８年３月 31 日（状況により更新あり）　
申込方法　履歴書（写真を貼る）を直接または郵送で各申込先に提出してください。
申込期限　随時　　採用方法　書類および面接により決定

求人

ワールドスタディー講座の受講生を募集募集

　簡単な英会話とコミュニケーション能力、国際文化を学べます。

　  中央公民館
　  町内在住の年長児以上の人

※一般クラスは町内在住または在勤の人
　  各クラス 10 名程度
　  前期・後期各 5,000 円

※テキスト代 2,200 円程度
　  ４月 30 日水までに申込書に必要事項を記入のうえ、直接、郵送、FAX または電子申請で中央公民館

に申し込んでください。申込書は中央公民館にあります。
※定員に達するまで随時受付

　  社会教育課  公民館係　〒 791-2120　宮内 1369
　　　　　  　　　　　☎（962）4822　 （962）4897

場
対

定
¥

申

問
FAX

詳しくは
HP を

ご覧ください

開催日　５月～令和８年３月（年間 20 回）第１・３月曜日
初回は５月 19 日月に行います。
※都合により日程が変更になる場合があります。

講師　NPO 法人国際交流支援協会理事長　山田沙織氏他２名

開催時間

◦ 年長児・小学１年生クラス
◦ 小学２・３年生クラス
◦ 小学４・５・６年生クラス

17 時 50 分～ 18 時 35 分

◦ 一般（中学生以上）クラス 18 時 45 分～ 19 時 35 分

電子申請は
こちらを

ご覧ください
（オンライン決済）

電子申請は
こちらを

ご覧ください
（申請のみ）


